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山形県告示第22号

　山形県医療給付事業補助金交付規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成20年１月11日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　山形県医療給付事業補助金交付規程の一部を改正する規程

　山形県医療給付事業補助金交付規程（昭和48年10月県告示第1424号）の一部を次のように改正する。

　別表第１第１項中「及び国民健康保険法（昭和33年法律第192号）」を「、国民健康保険法（昭和33年法律第192

号）及び高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）」に改め、「（第１号に定める者及び第３号に定め

る者が老人保健法（昭和57年法律第80号）の規定による医療を受けた場合にあつては、その医療に要した費用のう

ち同法第28条の規定による一部負担金の額及び同法第46条の５の２第４項により老人訪問看護療養費の額を算定す

る場合において厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から控除する額（以下「老人訪問看護療養費控

除額」という。）に相当する部分について市町村が支出した経費）」を削り、同項第１号中「老人保健法第25条第１
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項」を「高齢者の医療の確保に関する法律第50条」に、「老人保健法第28条第１項第１号」を「高齢者の医療の確保

に関する法律第67条第１項第１号」に改め、同表第２項第５号中「老人保健法第28条第１項第１号」を「高齢者の

医療の確保に関する法律第67条第１項第１号」に、「老人保健法施行令（昭和57年政令第293号）第15条第２項第１

号」を「高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成19年政令第318号）第15条第２項第１号」に改め、同項第６

号中「老人保健法第28条第１項第１号」を「高齢者の医療の確保に関する法律第67条第１項第１号」に、「老人保健

法施行令第15条第２項第１号」を「高齢者の医療の確保に関する法律施行令第15条第２項第１号」に改める。

　別記様式第１号中「老保」を「後期」に改め、同様式の注書第１項中「の老人保健法による一部負担金相当額の」

を「である後期高齢者医療の被保険者に係る」に改める。

　　　附　則

　この規程は、平成20年４月１日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第23号

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、次のとおり国土調査の成果を認証した。

　　平成20年１月11日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　調査を行った者の名称

　　酒田市

２　調査を行った期間

　　平成18年４月27日から平成19年11月21日まで

３　国土調査法第18条の規定により送付があった地図及び簿冊の名称

　　酒田市地籍図及び地籍簿

４　調査地域

　　北俣の一部

５　認証年月日

　　平成20年１月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第24号

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、次のとおり国土調査の成果を認証した。

　　平成20年１月11日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　調査を行った者の名称

　　南陽市

２　調査を行った期間

　　平成18年４月27日から平成19年11月16日まで

３　国土調査法第18条の規定により送付があった地図及び簿冊の名称

　　南陽市地籍図及び地籍簿

４　調査地域

　　坂井及び宮崎の各一部

５　認証年月日

　　平成20年１月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第25号

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、次のとおり国土調査の成果を認証した。

　　平成20年１月11日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　調査を行った者の名称

　　戸沢村

２　調査を行った期間

　　平成16年５月６日から平成18年２月28日まで

３　国土調査法第18条の規定により送付があった地図及び簿冊の名称
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　　戸沢村地籍図及び地籍簿

４　調査地域

　　大字角川の一部

５　認証年月日

　　平成20年１月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第26号

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、次のとおり国土調査の成果を認証した。

　　平成20年１月11日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　調査を行った者の名称

　　高畠町

２　調査を行った期間

　　平成17年５月９日から平成19年３月28日まで

３　国土調査法第18条の規定により送付があった地図及び簿冊の名称

　　高畠町地籍図及び地籍簿

４　調査地域

　　大字竹森、大字三条目及び大字時沢の各一部

５　認証年月日

　　平成20年１月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第27号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、山口・田麦野土地改良区の次の役員が退任し

た旨の届出があった。

　　平成20年１月11日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

住　　　　　　　　　　　所　氏　　　　　　名理事及び監事の別

天童市大字道満165－１伊 藤 定 夫理 事

同　　大字山口1420水 戸　 論同

同　　　　　　671伊 藤 栄 作同

同　　大字田麦野901後 藤　 茂同

同　　大字山口2843阿 部 富 男同

同　　　　　　2408－３伊　 藤　 長 兵 衛同

同　　　　　　657松 田　 誠同

同　　大字田麦野459－３森 谷 新 一同

同　　大字道満250小 川 芳 徳同

同　　大字山口2053水 戸 富 雄同
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山形県告示第28号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、山口・田麦野土地改良区の役員に次の者が就

任した旨の届出があった。

　　平成20年１月11日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

同　　　　　　187松 田 豊 晴同

同　　　　　　740東 海 林　 孝　 雄同

同　　大字川原子2981原 田 秀 一同

同　　大字山口4052－７瀧 口 徳 雄同

同　　大字道満275－４小　　　川　　　五 右 エ 門監 事

同　　大字山口2130大 山　 茂同

同　　　　　　938村　 山　 千 代 美同

住　　　　　　　　　　　所　氏　　　　　　名理事及び監事の別

天童市大字道満165－１伊 藤 定 夫理 事

同　　大字山口671伊 藤 栄 作同

同　　大字田麦野901後 藤　 茂同

同　　大字道満250小 川 芳 徳同

同　　大字山口2843阿 部 富 男同

同　　　　　　2171大 山 敦 郎同

同　　　　　　334松 田 辰 夫同

同　　大字田麦野459－３森 谷 新 一同

同　　大字山口657松 田　 誠同

同　　　　　　4520－２新 関 正 人同

同　　　　　　2347－４伊 藤 誠 一同

同　　　　　　740東 海 林　 孝　 雄同

同　　大字川原子2860－３海　 鉾　 儀 一 郎同
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山形県告示第29号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第48条第１項の規定により、土地改良事業計画の変更を次のとおり認可し

た。

　　平成20年１月11日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　土地改良事業を行う者の名称

　　村山東根土地改良区（維持管理事業）

２　認可年月日

　　平成19年12月28日

３　その他

　この認可の取消しの訴えは、山形県を被告として（訴訟において山形県を代表する者は、山形県知事となる。）、

認可のあったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に提起することができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第30号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第９項の規定により、県営小其塚地区土地改良事業に係る換地処

分をした。

　この処分の取消しの訴えは、山形県を被告として（訴訟において山形県を代表する者は、山形県知事となる。）、

処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に提起することができる。

　　平成20年１月11日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第31号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、道路管理者山形県知事

から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があった｡

　　平成20年１月11日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　公共測量を実施した地域

　　山形市大字新山

２　公共測量を実施した期間

　　平成19年８月27日から平成19年９月28日まで

３　作業の種類

　　公共測量（１級基準点測量）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第32号

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定による道路の位置の指定を次のとおり廃止した。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部建築課及び高畠町役場において縦覧に供する。

　　平成20年１月11日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　廃止に係る指定の番号　　私道置総建第281号

２　廃止に係る指定の場所　　東置賜郡高畠町大字泉岡字南904－１

同　　大字山口4052－７瀧 口 徳 雄同

同　　　　　　2130大 山　 茂監 事

同　　　　　　187松 田 豊 晴同

同　　　　　　938村　 山　 千 代 美同
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３　廃　止　年　月　日　　平成19年12月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第33号

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、道路の位置を次のとおり指定した。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部建築課及び高畠町役場において縦覧に供する。

　　平成20年１月11日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　指定の番号　　私道置総建第284号

２　指定の場所　　東置賜郡高畠町大字一本柳字南道祖神1516番地14

３　道路の現況　　幅員6.0メートル

　　　　　　　　　延長13.65メートル

４　指定年月日　　平成19年12月26日

  選挙管理委員会関係  

告　　　　　示

山形県選挙管理委員会告示第１号

　公職選挙法（昭和25年法律第100号）第192条第１項の規定により、平成19年７月29日執行の参議院山形県選出議

員選挙における候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨を次のとおり公表する。

　　平成20年１月11日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　熊　　　谷　　　　　　　誠

　公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１　選挙の種類

　　平成19年７月29日執行参議院山形県選出議員選挙（山形県選挙区）

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

　　36,545,200円

３　報告書の要旨
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　　　　平成19年６月20日から
　期間　　　　　　　　　　　　第１回分
　　　　平成19年７月27日まで　

日 本 共 産 党所属党派佐 藤 雅 之候 補 者 氏 名

渡 辺 芳 夫出納責任者氏名

平成19年８月13日　　第１回報告分報告書受理年月日

支　　　出
収　　　入

主たる寄附

金　　　額費　　　　　目（寄　附　額）（職　　　業）（氏名又は団体名）

1,190,000人 件 費1,892,879政 党日 本 共 産 党 山 形 県 委 員 会

297,000家　 　 屋　 　 費170,000無 職井　 上　 登 子

289,000　(イ) 選 挙 事 務 所 費170,000無 職藤　 本　 ト ミ 子

8,000　(ロ) 集 合 会 場 費 等170,000無 職嵯 峨 勝 巳

183,500通　 　 信　 　 費170,000無 職柳 原 孝 一

0交　 　 通　 　 費170,000団 体 役 員清 野 真 人

807,700印　 　 刷　 　 費170,000団 体 役 員和 泉 圭 造

282,400広　 　 告　 　 費170,000無 職鳥　 羽　 し ま 子

71,000文 具 費

53,019食 糧 費

166,180休 泊 費

32,080雑 費

そ の 他 の 寄 附

そ の 他 の 収 入

3,082,879今 回 計3,082,879今 回 計

前 回 計前 回 計

3,082,879総 計3,082,879総 計

円 円

件
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　　　　平成19年６月15日から
　期間　　　　　　　　　　　　第１回分
　　　　平成19年８月10日まで　

民 主 党所属党派舟 山 康 江候 補 者 氏 名

渡 辺 正 二出納責任者氏名

平成19年８月13日　　第１回報告分報告書受理年月日

支　　　出
収　　　入

主たる寄附

金　　　額費　　　　　目（寄　附　額）（職　　　業）（氏名又は団体名）

2,454,900人 件 費3,000,000政 党 の 支 部民主党山形県総支部連合会

1,114,940家 屋 費500,000政 党 の 支 部
民主党山形県参議院選挙区第

１総支部

715,600　(イ) 選 挙 事 務 所 費5,000,000政 党民 主 党

399,340　(ロ) 集 合 会 場 費 等10,000会 社 役 員高 橋 壽 志 雄

7,088通 信 費10,000無 職目 黒 け さ 次 郎

67,160交 通 費

2,650,650印 刷 費

2,879,806広 告 費

57,550文 具 費

301,539食 糧 費

527,350休 泊 費

628,601雑 費

そ の 他 の 寄 附

そ の 他 の 収 入

10,689,584今 回 計8,520,000今 回 計

前 回 計前 回 計

10,689,584総 計8,520,000総 計

円 円

件
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　　　　平成19年６月15日から
　期間　　　　　　　　　　　　第２回分
　　　　平成19年８月27日まで　

民 主 党所属党派舟 山 康 江候 補 者 氏 名

渡 辺 正 二出納責任者氏名

平成19年８月28日　　第２回報告分報告書受理年月日

支　　　出
収　　　入

主たる寄附

金　　　額費　　　　　目（寄　附　額）（職　　　業）（氏名又は団体名）

0人 件 費

185,355家 屋 費

185,355　(イ) 選 挙 事 務 所 費

0　(ロ) 集 合 会 場 費 等

217,838通 信 費

0交 通 費

0印 刷 費

0広 告 費

0文 具 費

0食 糧 費

43,260休 泊 費

0雑 費

そ の 他 の 寄 附

そ の 他 の 収 入

446,453今 回 計0今 回 計

10,689,584前 回 計8,520,000前 回 計

11,136,037総 計8,520,000総 計

円 円

件
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　　　　平成19年５月18日から
　期間　　　　　　　　　　　　第１回分
　　　　平成19年８月11日まで　

自 由 民 主 党所属党派篠 原 み ゑ 子候 補 者 氏 名

山 口 清 志出納責任者氏名

平成19年８月13日　　第１回報告分報告書受理年月日

支　　　出
収　　　入

主たる寄附

金　　　額費　　　　　目（寄　附　額）（職　　　業）（氏名又は団体名）

3,652,000人 件 費5,000,000政 党自 由 民 主 党

1,436,545家 屋 費7,000,000政 党 の 支 部
自由民主党山形県参議院選挙

区第一支部

985,550　(イ) 選 挙 事 務 所 費200,000政 治 団 体日 本 医 師 連 盟

450,995　(ロ) 集 合 会 場 費 等500,000政 治 団 体山 形 県 農 協 政 治 連 盟

144,534通 信 費

47,904交 通 費

2,424,840印 刷 費

1,138,348広 告 費

37,171文 具 費

240,201食 糧 費

135,543休 泊 費

517,680雑 費

そ の 他 の 寄 附

そ の 他 の 収 入

9,774,766今 回 計12,700,000今 回 計

0前 回 計0前 回 計

9,774,766 総 計12,700,000総 計

円 円

件
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　　　　平成19年７月27日から
　期間　　　　　　　　　　　　第２回分
　　　　平成19年８月31日まで　

自 由 民 主 党所属党派篠 原 み ゑ 子候 補 者 氏 名

山 口 清 志出納責任者氏名

平成19年９月６日　　第２回報告分報告書受理年月日

支　　　出
収　　　入

主たる寄附

金　　　額費　　　　　目（寄　附　額）（職　　　業）（氏名又は団体名）

0人 件 費

10,000家 屋 費

0　(イ) 選 挙 事 務 所 費

10,000　(ロ) 集 合 会 場 費 等

192,704通 信 費

0交 通 費

0印 刷 費

0広 告 費

0文 具 費

0食 糧 費

0休 泊 費

316,880雑 費

そ の 他 の 寄 附

そ の 他 の 収 入

519,584今 回 計0今 回 計

9,774,766前 回 計12,700,000前 回 計

10,294,350総 計12,700,000総 計

円 円

件
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  公　　　　　告  

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の設

立の認証について申請があった。

　　平成20年１月11日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　申請のあった年月日

　　平成19年12月21日

２　申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された

目的

　(1) 名　称

　　　特定非営利活動法人　最上川リバーツーリズムネットワーク

　(2) 代表者の氏名

　　　佐藤　五郎

　(3) 主たる事務所の所在地

　　　長井市十日町一丁目10番23号

　(4) 定款に記載された目的

　　　この法人は、自然豊かな最上川と沿川の地域資源をつないだリバーツーリズムを、歩き主体の散策・探訪の

充実、美しい川なみ・町なみの形成、地域づくりの人材育成、リバーツーリズムの調査研究事業を通じて発展

させ、旅行者にも流域住民にとっても魅力的な最上川リバーツーリズムを流域が一体になって推進し、もって

豊かな自然と文化を持つ最上川を保全し、持続可能で市民の活力が溢れる地域社会の実現に寄与することを目

的とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の設

立の認証について申請があった。

　　平成20年１月11日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　申請のあった年月日

　　平成19年12月17日

２　申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された

目的

　(1) 名　称

　　　特定非営利活動法人　教育力アップやまがた

　(2) 代表者の氏名

　　　佐藤　道子

　(3) 主たる事務所の所在地

　　　酒田市本楯字南広面８番地の１

　(4) 定款に記載された目的

　　　この法人は、山形県内の教育関係者、保護者及び幼児児童生徒等に対して、子どもの健全育成を図ろうとす

る精神のもと、授業技量の向上及び教育技術の習得のための研修会、各種体験教室、教育や子育てに係る情報

提供サービス等の支援事業を行い、学校、家庭及び地域の教育力の向上に寄与することを目的とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号。以下「法」という。）第８条第１項の規定により、農地保有合理

化事業の実施に関する規程の変更を次のとおり承認した。

　　平成20年１月11日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　(1) 農地保有合理化事業を行う者の名称及び住所

　　　　山形市農業協同組合

　　　　山形市幸町18番20号
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　　(2) 農地保有合理化事業の実施地域

　山形市における農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第６条第１項の規定により指定

された農業振興地域の一部地域

　　(3) 農地保有合理化事業の種類

　　　イ　法第４条第２項第１号の規定する農地売買等事業（農用地等を借り受けて、当該農用地等を貸し付ける

事業に限る。）

　　　ロ　法第４条第２項第２号に規定する農地売渡信託等事業

　　　ハ　法第４条第２項第２号の２に規定する農地貸付信託事業

　　(4) 承認年月日

　　　　平成19年８月３日

２　(1) 農地保有合理化事業を行う者の名称及び住所

　　　　みちのく村山農業協同組合

　　　　村山市楯岡北町一丁目１番１号

　　(2) 農地保有合理化事業の実施地域

　村山市、尾花沢市及び北村山郡大石田町における農業振興地域の整備に関する法律第６条第１項の規定に

より指定された農業振興地域

　　(3) 農地保有合理化事業の種類

　　　イ　法第４条第２項第１号に規定する農地売買等事業（農用地等を借り受けて、当該農用地等を貸し付ける

事業に限る。）

　　　ロ　法第４条第２項第２号に規定する農地売渡信託等事業

　　(4) 承認年月日

　　　　平成19年８月３日

３　(1) 農地保有合理化事業を行う者の名称及び住所

　　　　山形農業協同組合

　　　　山形市旅籠町一丁目12番35号

　　(2) 農地保有合理化事業の実施地域

　山形市、上山市、東村山郡山辺町及び同郡中山町における農業振興地域の整備に関する法第６条第１項の

規定により指定された農業振興地域

　　(3) 農地保有合理化事業の種類

　　　イ　法第４条第２項第１号に規定する農地売買等事業（農用地等を借り受けて、当該農用地等を貸し付ける

事業に限る。）

　　　ロ　法第４条第２項第２号に規定する農地売渡信託等事業

　　　ハ　法第４条第２項第２号の２に規定する農地貸付信託事業

　　　ニ　法第４条第２項第３号に規定する農業生産法人出資育成事業

　　　ホ　法第４条第２項第４号に規定する研修等事業

　　(4) 承認年月日

　　　　平成19年10月16日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、債務負担行為 山形県立河北病院 急患受付補

助・面会人案内業務及び院内巡回・夜警室業務の調達について、一般競争入札を次のとおり行う。

　　平成20年１月11日

山形県立河北病院長　　片　　　桐　　　　　　　忠

１　入札の場所及び日時

　(1) 場　所　　西村山郡河北町谷地字月山堂111番地　山形県立河北病院　２階会議室

　(2) 日　時　　平成20年１月31日（木）　午後３時

２　入札に付する事項

　(1) 調達をする役務の名称及び数量　　債務負担行為 山形県立河北病院 急患受付補助・面会人案内業務及び 院

内巡回・夜警室業務　　一式

　(2) 調達をする役務の仕様等　　入札説明書及び仕様書による。

　(3) 履行期間　　平成20年４月１日から平成22年３月31日まで
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　(4) 履行場所　　山形県立河北病院内

　(5) 入札方法　　総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に

相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）を

もって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

３　入札参加者の資格

　　次に掲げる要件をすべて満たす者であること。

　(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項の規定に該当しないこと。

　(2) 山形県財務規則（昭和39年３月県規則第９号）第125条第６項の競争入札参加者資格者名簿に登載されている

こと。

　(3) 公告の日から入札の日までの間に山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けてい

ないこと。

　(4) 警備業法（昭和47年法律第117号）第４条の規定による認定を受けていること。

　(5) 過去３年以内に病床数200床以上の病院の医療事務関係業務（受付、カルテ取扱い等）を受託し履行した実績

を有すること。

　(6) 山形県内に事業所を設置していること。

　(7) ２の(1)の役務に関し、履行開始日までに業務内容を習熟するとともに業務遂行体制を整備し、当該役務を確

実に提供できることを証明できること。

４　契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する部局等

　　西村山郡河北町谷地字月山堂111番地　山形県立河北病院医事経営課　電話番号0237(73)3131

５　入札保証金及び契約保証金

　(1) 入札保証金　　免除する

　(2) 契約保証金　　契約金額の100分の10に相当する金額以上の額。ただし、山形県病院事業局財務規程（平成15

年３月山形県病院事業管理規程第11号）第121条の規定による山形県財務規則（昭和39年３月県規則９号）第

135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。

６　入札の無効

　　入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札、入札に関する条件に違反した入札その他山形県病院事業

局財務規程第121条の規定による山形県財務規則第122条の２の規定に該当する入札は、無効とする。

７　落札者の決定の方法

　　山形県病院事業局財務規程第121条の規定による山形県財務規則第120条第１項の規定により作成された予定価

格の範囲内で最低の価格をもって入札（有効な入札に限る。）をした者を落札者とする。

８　その他

　(1) この公告による入札に参加を希望する者は、競争入札参加資格確認申請書に、３の(4)から(7)に係る事項を

証明する書類（以下「証明書等」という）を平成20年１月24日（木）午後３時までに山形県立河北病院医事経

営課に提出すること。この場合において、証明書等を提出した者は、入札日の前日までに当該証明書等に関し

説明又は協議を求められた場合は、それに応じるものとする。

　(2) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約

解除及び賠償に関する定め並びに個人情報の保護に関する定めを設けるものとする。

　(3) この入札及び契約については、山形県立河北病院の都合により、調達手続の停止等があり得る。

　(4) 当該契約に係る予算が成立しない場合は、この公告は、効力を有しない。

　(5) 詳細については入札説明書による。

電話　 山形(631)2057   (631)2056
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